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本
法
律
案
は
、
農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
農
業
法
人
投
資
育
成
事
業
の
対
象
と
な
る
法
人

と
し
て
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
法
人
、
食
品
産
業
の
事
業
者
等
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
題
名

題
名
を
「
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
農
業
法
人
投
資
育
成
事
業
の
対
象
法
人
の
追
加

農
業
法
人
投
資
育
成
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
し
て
、
農
業
法
人
に
加
え
て
、
以
下
の
法
人
を
追
加
す
る
こ
と
と

し
、
事
業
名
を
「
農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
」
へ
と
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

１

株
式
会
社
等
で
あ
っ
て
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
も
の
及
び
漁
業
生
産
組
合

２

農
事
組
合
法
人
又
は
株
式
会
社
等
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
物
若
し
く
は
食
品
の
製
造
、
加
工
、
流
通
、
販
売
若
し
く
は



二

輸
出
又
は
こ
れ
ら
を
飲
食
さ
せ
る
役
務
の
提
供
を
営
む
も
の

３

農
事
組
合
法
人
又
は
株
式
会
社
等
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
物
の
生
産
又
は
２
の
事
業
の
合
理
化
、
高
度
化
そ
の
他
の
改

善
の
支
援
そ
の
他
の
農
林
漁
業
又
は
食
品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
活
動
を
行
う
も
の

三
、
外
国
法
人
で
あ
る
農
林
漁
業
法
人
等
へ
の
投
資
を
行
う
場
合
に
お
け
る
事
業
計
画
の
承
認
要
件
の
追
加

外
国
法
人
で
あ
る
農
林
漁
業
法
人
等
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
株
式
会
社
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
つ
い
て

は
、
事
業
計
画
に
当
該
外
国
法
人
で
あ
る
農
林
漁
業
法
人
等
が
営
む
事
業
等
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
が
基
準
に

照
ら
し
て
適
切
と
認
め
る
場
合
に
農
林
水
産
大
臣
は
事
業
計
画
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
特
例

三
に
係
る
事
業
計
画
の
承
認
を
受
け
た
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
行
う
投
資
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
に
よ
る
海
外
投
資
割
合
に
対
す
る
規
制
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


